
 

 

 

 

 

                          

 

 

          

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ アポスティーユについて 

 アポスティーユとは，ハーグ国際条約に加盟している国に対してなされる外

務省の証明のことをいいます。この証明を受ければ領事認証が不必要になり，

直ちに外国へ提出することができます。 

 なお，加盟国であってもその用途または書類の種類によって，領事館認証を

必要とする公印確認を要求する機関がありますので，ご注意ください。 

１ 登記事項証明書，登記簿謄本等の取得 

２ 外務省へ提出 

公印確認証明又はアポスティーユ証明※１ 
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登記簿・登記事項証明書等を外国へ提出する手続きの流れ 


